
１　健康増進事業費

1 　 健康増進事業の推進、支援 （－健康診査－歯周疾患検診）

２　健康長寿あいち推進事業費

健康日本２１あいち推進事業

1 健康づくり推進協議会の開催 年２回

2 新しい健康づくりプラン推進（健康増進部会）　年１回

3 あいち健康の森連絡会議の開催 年１回

4 健康づくり活動支援事業 （あいち健康マイレージ事業）

生活習慣病対策推進事業

1 慢性腎臓病（ＣＫＤ）啓発事業　（委託先：愛知県腎臓財団）

2 慢性閉鎖性肺疾患（ＣＯＰＤ）対策事業

3 特定健康診査等指導者養成事業　（委託先：愛知県健康づくり振興事業団）

4 糖尿病指導者養成事業　        （委託先：愛知県健康づくり振興事業団）

5 市町村健康づくり技術支援事業　（委託先：愛知県健康づくり振興事業団）

6 たばこ対策の推進

7 圏域健康づくり推進特別事業　基幹保健所

8 地域支援事業　１２保健所

9 食育推進協力店登録事業

地域・職域推進事業

1 ２次医療圏地域・職域連携推進協議会の開催　　１１か所　年1回

2 ２次医療圏地域・職域連携推進ワーキンググループの開催　１１か所年2回

3 地域健康課題分析評価事業

２　歯科口腔保健推進事業費

1 歯科口腔保健対策部会の開催 年１回

2 ８０２０運動推進連絡協議会の開催

3 う蝕対策支援事業

4 歯周病対策ネットワーク推進事業

5 要介護者口腔ケアサービス連携推進事業 １２保健所

6 歯科保健関係研修事業

7 歯科相談事業

8 歯科保健活動評価推進事業

9 保健所における歯科保健業務

10 生活習慣病対策機能連携推進事業

11 歯科口腔保健推進費

若い世代からの口腔ケア推進事業 （委託先：愛知県歯科医師会）

障害者（児）歯科口腔保健推進研修事業 （委託先：愛知県歯科医師会）
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平成２７年度　健康づくり事業
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（説明要旨） 
 

○ 健康対策課として所管する「健康づくり事業」のなかで、特に歯科保健対策事業、保健所事業 

  に関係する「健康増進事業費」、「健康長寿あいち推進事業費」、「歯科口腔保健推進事業費」 

  の関連事業について説明する。 
 

○ 健康増進事業 

  健康増進法に基づき実施する、健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、 

  訪問指導等についての補助を行うもの。健康診査のひとつに歯周疾患検診が位置づけられている。 

 

○ 健康長寿あいち推進事業 

   ・健康日本２１あいち推進事業 

    健康日本２１あいち新計画」に基づき、生活習習慣病対策を総合的に推進する。 
    
   1－健康づくり推進協議会の開催 
    健康づくり推進協議会（年2回）のもとに、部会として、健康推進部会、がん対策推進部会、 
    歯科口腔保健対策部会を設置している。 

    それぞれ、計画（健康日本２１あいち新計画、がん対策推進計画、歯科口腔保健基本計画） 

    を推進する。 

 
   4－健康増進活動支援事業（あいち健康マイレージ事業） 
    ・県及び市町村の協働事業。県民が、運動や食事などの生活習慣改善の取組を実践したり、 
     健診の受診や健康講座に参加なすることなどにより、マイレージを獲得し、一定以上の 
     マイレージ獲得者に、県内協力店で優待が受けられるが受けられる「健康マイレージ」 
     制度の導入し、県民が主体的に健康づくりに取り組む環境整備を図る。 
     実施市町村：         協力点数：    

 
  ・生活習慣対策推進事業 
 

   6-たばこ対策の推進  

    ・たばこ対策推進会議（年１回） 

    ・指導者養成講習会（年１回） 

    ・地域喫煙対策の推進（１２保健所 市町村、学校等との連携。防炎教室、健康教育実施）  

    ・キャンペーン事業（5月31日世界禁煙デー）等による普及啓発 5月29日（金）実施予定。 

    ・受動喫煙防止対策 

 
   7-圏域健康づくり推進特別事業 
    ・基幹的保健所、西尾保健所（10ＨＣ）  
     市町村、関係団体、商工会等との連携した取組みを実施する 

 
   8-地域支援事業 
    ・12ＨＣ 市町村が実施する生活習慣病予防事業の支援 

 
   9-食育推進協力店登録事業 
    
  ・地域・職域推進事業 

    二次医療圏地域・職域連携推進会議の開催、ワーキンググループの開催 

    協議会設置基本要綱の目的において、「歯周病の予防」及び「こころの健康保持増進」 

    を加えたところ。成人期の歯周病対策として、保健所においては、本事業とタイアップ 

    し取り組んでいただく。 
    

 ○ 歯科口腔保健推進事業  
  （この後引き続き担当から説明する） 
 
  
  




